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   砂川市庁舎防火管理規程の一部を改正する訓令 

 

 

 砂川市庁舎防火管理規程（昭和60年訓令第10号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 



自  衛  消  防  隊  組  織  図 
                         出  火  報  知         火災発見者   火災発生場所を総務課庶務係に通報する。 
  管 理 者    市  長   
                         通報連絡班         １ 火災現場の確認 
                          総務課庶務係長       ２ 消防署への通報 
  副 管理者      副 市 長                         ３ 避難の決定及び指示（庁内放送） 
                                         ４ 火災報知器吹鳴 
           教 育 長                          ５ 消防車の誘導 
                                    
  管 理者付      総務部長 

総務部審議監           初期消火班               地  階 総 務 課       １ 消火栓及び消火器による初期消火 
市民部長                班長 総務課職員係長   １    階  税務課              ２ 防火戸、防火シャッター等の閉鎖 

           保健福祉部長                                 社会福祉課 
           経済部長                                        ２  階 商工労働観光課 

建設部長                                        ３  階 市長公室課 
教育委員会事務局教育次長               ４  階 議会事務局 
教育委員会事務局指導参事  
教育委員会事務局技監  

                                    避難誘導班           １    階 市民生活課  税務課  社会福祉課  子育て支援課    
                                班長  各課（局）（所）長               子ども家庭センター 介護福祉課  会計課         １ 来客者及び職員の避難誘導 
           議会事務局長                  （総務課は法制係長、              地域包括支援センター                 ２ 特に会議室、トイレ、相談室 
                                              組合は書記長とする） ２  階 商工労働観光課  農政課 土木課 都市計画課              等の確認 

自衛消防隊長       総務課長                                                     建築住宅課  農業委員会 教育委員会 組合              ３ 避難は、火災発生場所により 
  （防火管理者）                                                        ３    階  総務課 市長公室課 政策調整課  ＤＸ推進課           煙等を避けることができ安全 
                                                                          監査事務局 選挙管理委員会                            に避難することができる非常 
                                        ４  階 議会事務局                         口又は階段を利用する。 
                                 
                           救 出 班             １ 階 市民生活課 税務課 社会福祉課 子育て支援課  
                            班長 各課（局）                    子ども家庭センター 介護福祉課  会計課  

庶務担当係長           地域包括支援センター                                 －重要書類、備品、物品の搬出 
（総務課は課長補佐     ２  階 商工労働観光課  農政課 土木課  都市計画課 

                                又は係員、組合は           建築住宅課  農業委員会  教育委員会 組合 
                                書記長とする）     ３  階 市長公室課 政策調整課 ＤＸ推進課    
                                                      監査事務局  選挙管理委員会 
                                               ４  階 議会事務局 
                     
                         警 察 班             非常持出物件の盗難、飛火等の警戒 
                          班長 総務課契約管財係長 
 
                         救 護 班             負傷者及び被救助者の応急手当 
                          班長 社会福祉課長 
   
                         避 難 場 所             市役所庁舎前 
                          指定 自衛消防隊長 

 



別表第２ 

火気責任者及び代理者 

対象 火気責任者 代理者 

会計課 （１ 階） 会計課長 会計係長 

書庫 （ 〃 ） 〃 〃 

倉庫 （ 〃 ） 税務課長 市民税係長 

税務課 （ 〃 ） 〃 〃 

相談室５ （ 〃 ） 〃 〃 

市民生活課 （ 〃 ） 市民生活課長 戸籍年金係長 

介護福祉課 （ 〃 ） 介護福祉課長 介護保険係長 

砂川市地域包括支援センター （ 〃 ） 〃 高齢者支援係長 

清掃委託員室 （ 〃 ） 総務課長 庶務係長 

男子更衣室 （ 〃 ） 〃 〃 

女子更衣室 （ 〃 ） 〃 〃 

機械室１ （ 〃 ） 〃 〃 

階段１ （ 〃 ） 〃 〃 

ＰＳ１ （ 〃 ） 〃 〃 

社会福祉課 （ 〃 ） 社会福祉課長 社会福祉係長 

子育て支援課 （ 〃 ） 子育て支援課長 子育て支援係長 

子ども家庭センター （ 〃 ） 子ども家庭センター所長 相談係長 

相談室１ （ 〃 ） 社会福祉課長 社会福祉係長 

相談室２ （ 〃 ） 〃 〃 

相談室３ （ 〃 ） 〃 〃 

相談室４（授乳室） （ 〃 ） 〃 〃 

給湯室 （ 〃 ） 総務課長 庶務係長 

当直室 （ 〃 ） 〃 〃 

エントランスホール （ 〃 ） 〃 〃 

情報発信・フリー 

（交流）スペース 

（ 〃 ） 〃 〃 

バリアフリートイレ （ 〃 ） 〃 〃 

男子トイレ （ 〃 ） 〃 〃 

女子トイレ （ 〃 ） 〃 〃 

階段２ （ 〃 ） 〃 〃 

階段下倉庫 （ 〃 ） 〃 〃 

機械室２ （ 〃 ） 〃 〃 

大会議室 （２ 階） 〃 〃 

バリアフリートイレ （ 〃 ） 〃 〃 

男子トイレ （ 〃 ） 〃 〃 

女子トイレ （ 〃 ） 〃 〃 

階段２ （ 〃 ） 〃 〃 

機械室２ （ 〃 ） 〃 〃 

中会議室 （ 〃 ） 〃 〃 

倉庫 （ 〃 ） 建築住宅課長 住宅係長 

建築住宅課 （ 〃 ） 〃 〃 

土木課 （ 〃 ） 土木課長 管理係長 



都市計画課 （ 〃 ） 都市計画課長 管理係長 

農政課 （ 〃 ） 農政課長 農政係長 

農業委員会 （ 〃 ） 農業委員会事務局次長 事務係長 

商工労働観光課 （ 〃 ） 商工労働観光課長 商工振興係長 

社会教育課 （ 〃 ） 社会教育課長 社会教育係長 

学務課 （ 〃 ） 学務課長 総務係長 

教育長室 （ 〃 ） 〃 〃 

小会議室 （ 〃 ） 総務課長 庶務係長 

機械室１ （ 〃 ） 〃 〃 

階段１ （ 〃 ） 〃 〃 

ＰＳ１ （ 〃 ） 〃 〃 

休養室２ （ 〃 ） 〃 〃 

休養室１ （ 〃 ） 〃 〃 

給湯室 （ 〃 ） 〃 〃 

行政資料室 （ 〃 ） 〃 〃 

打合せ室１ （ 〃 ） 〃 〃 

打合せ室２ （ 〃 ） 〃 〃 

待合 （ 〃 ） 〃 〃 

書庫 （ 〃 ） 〃 〃 

バリアフリートイレ （３ 階） 〃 〃 

男子トイレ （ 〃 ） 〃 〃 

女子トイレ （ 〃 ） 〃 〃 

階段２ （ 〃 ） 〃 〃 

機械室２ （ 〃 ） 〃 〃 

会議室 （ 〃 ） 〃 〃 

総務課 （ 〃 ） 〃 〃 

選挙管理委員会 （ 〃 ） 選挙管理委員会事務局次長 選挙係長 

政策調整課 （ 〃 ） 政策調整課長 企画調整係長 

ＤＸ推進課 （ 〃 ） ＤＸ推進課長 情報推進係長 

市長公室課 （ 〃 ） 市長公室課長 広報広聴係長 

打合せ室１ （ 〃 ） 総務課長 庶務係長 

副市長室 （ 〃 ） 市長公室課長 秘書係長 

市長応接室 （ 〃 ） 〃 〃 

市長室 （ 〃 ） 〃 〃 

市長室前室 （ 〃 ） 〃 〃 

市長会議室 （ 〃 ） 〃 〃 

来客待合室 （ 〃 ） 〃 〃 

機械室１ （ 〃 ） 総務課長 庶務係長 

階段１ （ 〃 ） 〃 〃 

ＰＳ１ （ 〃 ） 〃 〃 

倉庫 （ 〃 ） 〃 〃 

給湯室 （ 〃 ） 〃 〃 

書庫 （ 〃 ） 〃 〃 

印刷室 （ 〃 ） 〃 〃 

サーバー室前室 （ 〃 ） ＤＸ推進課長 情報推進係長 



サーバー室 （ 〃 ） 〃 〃 

電話交換室 （ 〃 ） 総務課長 庶務係長 

記者室 （ 〃 ） 〃 〃 

打合せ室２ （ 〃 ） 〃 〃 

用具庫 （ 〃 ） 〃 〃 

監査事務局 （ 〃 ） 監査事務局長 監査係長 

バリアフリートイレ （４ 階） 総務課長 庶務係長 

男子トイレ （ 〃 ） 〃 〃 

女子トイレ （ 〃 ） 〃 〃 

階段２ （ 〃 ） 〃 〃 

機械室２ （ 〃 ） 〃 〃 

展望ラウンジ （ 〃 ） 〃 〃 

議会事務局 （ 〃 ） 議会事務局長 庶務係長 

正・副議長室 （ 〃 ） 〃 〃 

議会応接室 （ 〃 ） 〃 〃 

議会談話室 （ 〃 ） 〃 〃 

議員控室１～７ （ 〃 ） 〃 〃 

機械室１ （ 〃 ） 総務課長 庶務係長 

階段１ （ 〃 ） 〃 〃 

ＰＳ１ （ 〃 ） 〃 〃 

倉庫 （ 〃 ） 〃 〃 

給湯室 （ 〃 ） 〃 〃 

控室 （ 〃 ） 〃 〃 

議会図書室 （ 〃 ） 議会事務局長 庶務係長 

委員会室 （ 〃 ） 〃 〃 

議場 （ 〃 ） 〃 〃 

公用車車庫 （地 下） 総務課長 庶務係長 

庁舎維持管理業務員室 （ 〃 ） 〃 〃 

消火ポンプ室 （ 〃 ） 〃 〃 

用具収納スペース （ 〃 ） 〃 〃 

ごみ収納 （ 〃 ） 〃 〃 

階段１ （ 〃 ） 〃 〃 

ゴミ庫 （ 〃 ） 〃 〃 

地中熱採熱ポンプ室 （ 〃 ） 〃 〃 

倉庫 （ 〃 ） 〃 〃 

ボイラー室 （ＰＨ階） 〃 〃 

受水槽室 （ 〃 ） 〃 〃 

空調機械室 （ 〃 ） 〃 〃 

屋外機器置場 （屋 上） 〃 〃 

 


